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平成３１年度　予算

主要施策の説明

た
。ま

た
、
各
地
域
内
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
防
犯
灯

設
置
等
事
業
費
補
助
事
業
が
３
年
を
経

過
し
、
昨
年
度
が
最
終
年
度
と
な
っ
て

い
ま
し
た
が
、
補
助
事
業
以
前
に
設
置

し
た
Ｌ
Ｅ
Ｄ
防
犯
灯
に
対
し
て
の
補
助

要
望
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め

の
予
算
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。

▼
生
活
環
境
整
備

さ
く
ら
広
域
環
境
衛
生
組
合
に
関
し

ま
し
て
は
、
一
団
体
が
脱
退
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
が
、
残
っ
た
団
体
で
こ

の
ま
ま
事
業
を
継
続
し
て
い
き
ま
す
。

将
来
に
わ
た
り
持
続
可
能
な
地
域
公

共
交
通
の
確
保
・
維
持
の
た
め
の
予
算

に
つ
い
て
は
、
村
ふ
れ
あ
い
バ
ス
の
運

行
経
費
や
奈
良
交
通
バ
ス
路
線
の
存
続

の
た
め
の
経
費
を
、
引
き
続
き
計
上
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

南
奈
良
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
を
は
じ

め
と
す
る
医
療
機
関
へ
の
交
通
弱
者
対

策
と
し
て
、
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
制
度

事
業
を
見
直
し
、
従
来
の
利
用
方
法
に

加
え
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
に
よ
る
利
用

方
法
も
追
加
し
、
利
用
者
の
利
便
性
を

向
上
さ
せ
ま
し
た
の
で
、
村
民
の
皆
さ

ま
の
積
極
的
な
活
用
を
期
待
申
し
上
げ

ま
す
。

平成 3 １年度予算

主要施策の説明
一般会計　１６億　４００万円

特別会計　　5 億１３５８万円

総　　額　２１億１７５８万円

　

在
職
３
年
目
と
な
る
平
成
31
年
度
予

算
で
は
、「
特
色
あ
る
独
自
の
村
づ
く

り
」
の
実
現
に
向
け
て
、
様
々
な
思
い

を
予
算
化
い
た
し
ま
し
た
。

▼
防
災
対
策
等

災
害
時
の
拠
点
と
し
て
も
要
で
あ
る

役
場
庁
舎
で
す
が
、
停
電
時
に
対
応
す

る
た
め
、
庁
舎
全
体
の
電
力
を
カ
バ
ー

で
き
る
非
常
用
発
電
機
設
置
の
た
め
の

予
算
を
計
上
し
ま
し
た
。

災
害
用
非
常
食
も
本
年
度
中
に
消
費

期
限
を
迎
え
る
も
の
が
あ
り
、
再
配
分

の
た
め
の
経
費
を
計
上
い
た
し
ま
し

▼
イ
ン
フ
ラ
整
備

村
民
生
活
や
地
域
社
会
の
経
済
活
動

を
支
え
る
道
路
網
に
つ
き
ま
し
て
、
県

道
赤
滝
五
條
線
の
道
路
拡
幅
に
向
け

て
、
奈
良
県
に
よ
る
早
期
取
組
み
に
感

謝
し
つ
つ
、
用
地
交
渉
等
村
と
し
て
協

力
す
べ
き
行
動
も
同
様
に
推
進
し
、
一

日
も
早
い
実
現
を
め
ざ
し
て
ま
い
り
ま

す
。洞

川
下
市
線
の
改
良
に
向
け
て
も
、

隣
接
す
る
下
市
町
、
天
川
村
と
の
連
携

を
さ
ら
に
強
化
し
、
早
期
の
整
備
実
現

に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

各
区
か
ら
の
要
望
に
対
し
ま
し
て

は
、村
道
の
排
水
路
改
修
や
緊
急
維
持
、

舗
装
補
修
工
事
、
河
川
改
修
等
も
緊
急

度
の
高
い
も
の
を
優
先
し
て
応
分
の
予

算
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

簡
易
水
道
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、

老
朽
管
路
耐
震
化
基
本
計
画
を
策
定
す

る
た
め
の
予
算
を
計
上
い
た
し
ま
し

た
。
こ
の
計
画
を
策
定
す
る
事
に
よ

り
、
計
画
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
は

国
庫
補
助
金
を
充
当
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

ま
た
、
停
電
対
策
と
し
て
、
水
道
施

設
で
も
非
常
用
電
源
装
置
設
置
の
た
め

の
経
費
を
計
上
い
た
し
ま
し
た
。

下
水
道
事
業
に
つ
き
ま
し
て
も
安

心
、
快
適
に
利
用
し
て
い
た
だ
く
た
め

の
諸
経
費
や
、
新
た
な
合
併
浄
化
槽
設

置
工
事
費
等
の
事
業
費
を
計
上
い
た
し

て
お
り
ま
す
。

本
年
10
月
に
第
10
回
全
国
源
流
サ

ミ
ッ
ト
が
本
村
で
開
催
さ
れ
る
運
び
と

な
っ
て
い
ま
す
。
庁
内
で
は
既
に
実
行

委
員
会
形
式
に
よ
る
運
営
を
検
討
し
、

近
隣
町
村
や
県
と
も
連
携
を
図
り
な
が

ら
実
施
す
る
予
定
で
す
。

▼
健
康
・
福
祉
対
策

恒
例
と
な
っ
て
い
ま
す
「
健
康
ふ
れ

あ
い
祭
り
」
の
事
業
費
を
本
年
度
も
計

上
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
楽
し
い

一
日
を
有
意
義
に
過
ご
し
て
い
た
だ
け

る
よ
う
、
さ
ら
に
実
施
内
容
に
趣
向
を

凝
ら
し
て
い
く
所
存
で
す
。

ま
た
、「
元
気
ふ
れ
あ
い
活
動
奨
励

制
度
」
に
つ
い
て
も
応
分
の
奨
励
金
を

計
上
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
さ
ら

な
る
健
康
、
維
持
増
進
を
心
よ
り
願
う

も
の
で
あ
り
ま
す
。

安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る
た
め
の

環
境
整
備
と
し
て
、
こ
ど
も
医
療
費
の

助
成
や
第
三
子
に
対
す
る
児
童
養
育
手

当
等
を
、
継
続
し
て
ま
い
り
ま
す
。

未
就
学
児
に
対
す
る
医
療
費
に
関
し

ま
し
て
、
奈
良
県
が
現
物
給
付
に
制
度

改
正
を
行
う
こ
と
に
伴
い
、
村
で
も
条

例
改
正
を
行
い
対
応
い
た
し
ま
す
。

高
齢
化
の
進
展
に
伴
い
、
高
齢
者
が

可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
生
活

で
き
る
よ
う
、
ま
た
介
護
す
る
家
族
を

支
え
る
施
策
の
推
進
が
求
め
ら
れ
、
村

社
会
福
祉
協
議
会
へ
の
負
担
金
を
増
額

し
た
う
え
で
今
後
さ
ら
に
同
協
議
会
と

連
携
の
も
と
、
よ
り
充
実
し
た
地
域
包

括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
実
現
を
め
ざ
し
て

ま
い
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
障
が
い
の
あ
る
方
へ
の
福

祉
施
策
に
つ
き
ま
し
て
も
、
引
き
続
き

ご
支
援
で
き
ま
す
よ
う
応
分
の
経
費
を

計
上
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の

で
、
今
後
さ
ら
に
社
会
参
加
等
に
つ
な

が
っ
て
い
け
ま
す
こ
と
を
心
よ
り
祈
念

い
た
し
ま
す
。

▼
医
療
対
策

地
域
住
民
の
健
康
を
保
ち
、
安
心
し

て
本
村
に
住
み
続
け
て
い
た
だ
く
た
め

に
も
、
健
康
診
断
や
予
防
医
療
の
観
点

に
立
っ
た
身
近
な
地
域
医
療
機
関
の
機

器
整
備
と
し
て
、
本
年
度
は
分
包
機
の

更
新
経
費
を
計
上
し
ま
し
た
。

ま
た
、
医
師
住
宅
建
設
に
係
る
経
費

も
計
上
し
て
い
ま
す
。

南
奈
良
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
等
関
係

機
関
と
の
病
診
連
携
な
ど
効
率
的
な
治

療
を
行
い
、
村
民
の
暮
ら
し
を
支
え
る

医
療
体
制
の
維
持
・
確
保
に
寄
与
で
き

る
も
の
と
思
い
ま
す
。

産
業
振
興
・
移
住
定
住
・

観
光
振
興
対
策　

森
林
資
源
の
再
生
を
め
ざ
し
、
補
助

事
業
を
活
用
し
た
林
道
新
設
改
良
事
業

の
継
続
に
加
え
、
施
業
放
置
林
対
策
を

引
き
続
き
実
施
し
、
き
め
細
や
か
な
補

助
助
成
事
業
等
も
継
続
し
つ
つ
、
関
係

機
関
と
連
携
、
協
同
し
て
新
技
術
と
地

域
資
源
を
活
用
し
た
新
製
品
の
共
同
開

発
等
、
積
極
的
な
取
組
を
行
っ
て
ま
い

り
ま
す
。

地
域
に
と
け
込
み
、
も
は
や
地
域
を

支
え
る
要
と
い
え
る
作
業
班
員
や
地
域

お
こ
し
協
力
隊
の
皆
さ
ん
の
、
よ
り
一

層
の
活
躍
を
期
待
す
る
と
と
も
に
、
今

後
ま
す
ま
す
こ
の
村
に
な
く
て
は
な

ら
ぬ
存
在
に
な
っ
て
い
た
だ
け
ま
す
よ

う
、
心
よ
り
願
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

有
害
鳥
獣
対
策
に
つ
き
ま
し
て
は
、

村
猟
友
会
の
協
力
に
よ
り
相
当
数
の
捕

獲
の
実
績
を
あ
げ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
が
、
な
お
農
作
物
へ
の
被
害
が
後

を
絶
た
な
い
状
況
に
あ
り
、
引
き
続
き

駆
除
や
防
護
施
設
の
設
置
事
業
経
費
を

盛
り
込
み
ま
し
た
。

移
住
定
住
促
進
施
策
に
つ
い
て
、
地

域
お
こ
し
協
力
隊
の
活
動
が
３
年
で
終

了
し
、
そ
の
後
本
村
で
起
業
支
援
を
行

う
た
め
の
補
助
金
を
創
設
し
、
所
要
の

経
費
を
盛
り
込
み
ま
し
た
。

関
連
す
る
経
費
と
し
て
、
空
き
家
リ

フ
ォ
ー
ム
工
事
補
助
金
や
、
空
き
家
除

去
工
事
補
助
金
に
関
し
ま
し
て
は
創
設

を
行
い
、
所
要
経
費
を
予
算
計
上
い
た

し
ま
し
た
。

去
る
２
月
20
日
に
奈
良
県
と
本
村
は

「
森
と
人
が
育
む
魅
力
あ
る
暮
ら
し
づ

く
り
・
村
づ
く
り
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
と

し
て
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
包
括
協

定
を
締
結
し
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
ま
ち
づ
く
り
計
画
策
定

委
託
料
を
計
上
し
、
交
流
人
口
・
関
係

人
口
の
増
加
、
雇
用
の
場
の
創
出
に
よ

る
村
の
活
性
化
、
村
の
最
大
の
資
源
で

あ
る
「
豊
な
森
・
川
」
を
活
か
し
た
魅

力
の
創
出
、
安
心
で
良
質
な
暮
ら
し
づ

く
り
の
推
進
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。

村
の
観
光
施
設
に
つ
い
て
は
、
引
き

続
き
株
式
会
社
黒
滝
森
物
語
村
が
指
定

管
理
者
と
し
て
管
理
運
営
し
て
い
た
だ

く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

斬
新
な
経
営
戦
略
の
も
と
、
全
施
設

を
通
じ
て
盛
況
で
極
め
て
良
好
な
経
営

状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

村
の
観
光
主
要
施
設
等
の
再
生
、
機

能
強
化
が
一
層
図
ら
れ
、
社
会
貢
献
を

は
じ
め
と
す
る
村
へ
の
還
元
が
な
さ
れ

ま
す
こ
と
を
強
く
期
待
い
た
し
ま
す
。

▼
保
育
、
教
育
の
取
組

保
育
料
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成

31
年
10
月
よ
り
開
始
さ
れ
る
「
幼
児
教

育
の
無
償
化
」
に
伴
い
、
今
ま
で
以
上

の
軽
減
措
置
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま

す
の
で
、
是
非
積
極
的
な
ご
利
用
を
お

願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

わ
か
す
ぎ
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
に
つ

き
ま
し
て
は
、
村
民
の
皆
さ
ま
が
利
活

用
で
き
る
施
設
に
す
る
た
め
、
大
規
模

改
修
を
行
う
た
め
の
経
費
を
計
上
い
た

し
ま
し
た
。

限
ら
れ
た
予
算
で
最
善
を
尽
く
す
覚

悟
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
年
々
普
通
交
付

税
は
減
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。
財
源
不

足
分
は
財
政
調
整
基
金
か
ら
の
繰
り
入

れ
に
よ
り
賄
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、

財
政
調
整
基
金
も
限
り
が
あ
る
た
め
、

事
業
実
施
に
関
し
て
は
更
な
る
経
費
削

減
や
事
業
の
見
直
し
な
ど
、
課
題
は
残

さ
れ
て
い
ま
す
。

黒
滝
村
長　
　

辻
村　

源
四
郎

▼
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平成３１年度　予算平成３１年度　予算

平成３１年度　黒滝村の予算平成３１年度　黒滝村の予算
一般会計　１６億４００万円 （前年増減率＋１６．４％）

会 計 区 分
▼一般会計
▼特別会計
　国民健康保険事業
　○事業勘定
　○診療施設勘定
　介護保険事業
　後期高齢者医療事業
　簡易水道事業
　下水道事業
全 会 計 合 計

本 年 度 予 算 額
16億 400 万円
5億 1,358 万円
2億 2,186 万円
1億 921 万円
1億 1,265 万円
1億 7,478 万円

1,763 万円
4,774 万円
5,157 万円

21 億 1,758 万円

昨 年 度 予 算 額
13億 7,800 万円
5億 537 万円
2億 1,206 万円
1億 2,446 万円

8,760 万円
1億 8,012 万円

1,918 万円
3,996 万円
5,405 万円

18 億 8,337 万円

増 減 額
2億 2,600 万円

821 万円
980 万円

▲ 1525 万円
2505 万円
▲ 534 万円
▲ 155 万円
778 万円

▲ 248 万円
2億 3,421 万円

一 般 会 計 　 歳 入一 般 会 計 　 歳 入

一 般 会 計 　 歳 出一 般 会 計 　 歳 出 予算の使い道　平成 31年度の主な事業

村税 6,549万円（▲0.1％）
村民税や固定資産税など

地方譲与税 1,199万円（▲6.0％）
国税として徴収され一律的に譲与されるお金

地方交付税 7億 2500万円（▲ 1.9％）
自治体間の財源の均衡を図るため国から交付
されるお金

国庫支出金 7195 万円（▲ 3.1％）
特定の事業を行うための国からの交付金

県支出金 5,716万円（▲2.3％）
特定の事業を行うための県からの交付金

財産収入 95 万円（▲ 63.5％）
土地の貸付金や基金積立金の利子など

繰入金 2 億 7253 万円（7.4％）
基金（村の貯金）の取り崩しなど

繰越金 1 万円（▲ 99.9％）
前年度から持ち越されるお金

諸収入 5804 万円（132.1％）
預金利子など

村債 3億780万円（202.4％）
事業を行うために銀行等から借りるお金

その他 3308 万円（▲ 4.8％）
地方消費税交付金や自動車取得税交付金など※（　）内％は前年比

労働費 229 万円（2.2％）
山林労働者などの労働者退職共済制度に関する経費

災害復旧費 3 万円（± 0.0％）
災害の復旧に関する経費

公債費 1 億 1811 万円（2.4％）
村の借金の返済金で、借入にかかる利子も含まれます

諸支出費 1 万円（± 0.0％）
地方自治法のいずれの目的にもあてはまらないもの

予備費 300 万円（± 0.0％）
１年間の実際の予算執行と見積とは違いが出てくること
があり、これらの充当のために計上

議会費 3,489 万円（6.0％）
議会議員の報酬や議会運営をしていくための経費

歳出 歳入

村税　4.1％

地方譲与税　0.7%

地方交付税　45.2%

国庫支出金　4.5%県支出金　3.6%

財産収入　0.1%

繰入金　17.0%

諸収入　3.6%

村債　19.2%

その他　2.0%議会費　2.2%

総務費　20.3%総務費　20.3%

民生費　11.5%民生費　11.5%

衛生費　9.1%衛生費　9.1%

労働費　0.1%

農林水産業費　10.3%商工費　3.2%

土木費　5.6%

消防費　6.4%

教育費　23.8%教育費　23.8%

公債費　7.3%
諸支出費　0.0%
予備費　0.2%

商工費 5,141 万円（0.3％）
地場産業の振興や、観光振興に使われる経費
・村商工会補助金
・観光施設管理運営指定管理料
・黒滝村観光協会補助金

３７０万円
１，１００万円

５０万円

総務費 3 億 2,540 万円（▲ 12.3％）
全体的な管理事務や企画、微税、戸籍、住民基本台帳、
選挙、統計調査、村有財産の管理など幅広い経費
・ふれあいバス運行委託料
・地域公共交通確保維持対策負担金
・通院タクシー利用助成金
・地域おこし協力隊事業費
・村地域活性化推進事業補助金
・イベント実施補助金
・起業支援補助金
・若者定住支援金
・空き家リフォーム工事補助金
・空き家除却工事補助金
・自治会活動傷害保険料
・村広報作成料
・ＬＥＤ防犯灯設置等事業費補助金
・村有林整備費用
・各種基金積立金
・交通安全対策費
・電子計算機
・情報通信費

９１３万円
１７７万円
５０万円

９８２万円
４０万円

２０５万円
２５０万円
２２４万円
１００万円
１００万円
１８万円

１７１万円
１８５万円
３００万円
８０万円
５６万円

５，４７６万円
２１５万円

農林水産業費 1 億 6539 万円（19.1％）
農業や林業、水産業の振興に益する経費
・有害鳥獣捕獲防除対策費等
・特産品加工用野菜生産奨励金
・特産農林産物生産奨励費補助金
・施業放置林整備解消関連委託料
・美しい森作り基盤整備事業補助金
・ヘリポート管理補助金
・地域林業戦略推進事業補助金
・村産材生産促進事業補助金
・村木材産業活性化事業補助金
・村民有林間伐促進事業補助金
・森林組合活性化事業補助金
・集落周辺環境整備事業補助金
・黒滝銘木組合補助金
・林業担い手育成強化事業補助金
・森林組合育成補助金
・木材産業等担い手確保対策事業助成金
・地域おこし協力隊事業
・林道新設事業費等（維持費含む）
・漁業組合補助金

１３６万円
１８万円
３０万円

４５０万円
２，４５９万円

３０万円
２００万円
７００万円
１００万円
３００万円
５００万円
５００万円
２０万円

４２０万円
３００万円
３０万円

２，２３３万円
４，１７１万円
１２０万円

民生費 1 億 8,447 万円（▲ 3.3％）
住民の安定した社会生活を保障するための経費で、人権
啓発予算、福祉関連予算などが含まれます
・社会福祉協議会負担金
・養護老人ホームへの入所措置費
・障害者にかかる支援事業費
・国民健康保険特別会計事業勘定への繰出金
・国民健康保険特別会計直診勘定への繰出金
・介護保険特別会計への繰出金
・後期高齢者医療保険への支援金
・後期高齢者医療特別会計への繰出金
・中学生以下児童手当支給費
・村単児童養育手当（中学生までの第３子以降）
・学童保育費
・弔慰金
・人権・同和対策費
・高齢者ポイント制度
・緊急通報体制支援システム事業業務委託料

１，５５０万円
１，１５５万円
１，９０８万円
８５７万円

１，９２４万円
２，７２５万円
１，８５２万円
７９８万円
４８４万円
３６万円
３１万円
３４万円
９５万円
２０万円

１０１万円

災害復旧費　0.0%

土木費 8,932 万円（10.2％）
道路や河川、住環境の整備にかかる経費
・道路新設改良事業（維持費含む）
・河川管理費
・住宅管理費
・地籍調査費

４，２３７万円
２６１万円
５６３万円

１，２４２万円

衛生費 1 億 4,560 万円（▲ 9.3％）
住民が健康で良好な生活を送るための経費で、住民の健
康管理や病気の予防対策、ごみの処理、し尿の収集処理・
管理にかかる経費
・南和広域医療企業団負担金
・妊婦・乳幼児・がん検診等委託費
・健康診査委託費
・南和広域衛生組合負担金
・さくら広域環境衛生組合負担金
・し尿処理委託料
・河川及び道路清掃作業委託料

２，１７５万円
１５０万円
１２６万円

１，０５２万円
９６７万円
６３９万円
２００万円

消防費 １億 209 万円（57.8％）
消防や、水害や地震などのあらゆる災害に対する経費
・消防団員報酬
・消防分団活動費
・槙尾地域防災拠点施設周辺整備工事
・防災拠点施設非常用発電機設置事業
・県広域消防組合負担金

１４９万円
７３万円

４３０万円
２，６４０万円
３，５１９万円

教育費 3 億 8,199 万円（129.5％）
教育委員会事務局、こども園、小・中学校、人権教育、
社会教育、保健体育、給食センター等にかかる経費
・入学祝金
・高等学校自宅通学者補助金
・修学奨励貸付金
・修学旅行等補助金
・スクールバス運行委託料
・わかすぎふれあいセンター改修工事
・村人権教育推進協議会補助金
・海外語学研修補助金

２５万円
８６万円
７２万円

１５８万円
５７９万円

２億９９６万円
８５万円

４７２万円

※予算額は万円単位で四捨五入しており、実際の予算額と異なる場合がございます。ご了承ください。
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議

会

第
１
回
議
会
定
例
会

第
１
回
議
会
定
例
会

　

平
成
31
年
第
１
回
議
会
定
例
会
が
３

月
８
日
（
金
）
〜
14
日
（
木
）
に
か
け

て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
23
の
議
案
が
審

議
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
原
案
ど
お
り
、
可

決
・
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

　

審
議
さ
れ
た
内
容
は
次
の
と
お
り
で

す
。

◆
一
般
質
問

 

・
丹
生
川
沿
い
の
堆
積
土
砂
の
処
分
に

つ
い
て　
　
　
　
　
　
（
阪
中
議
員
）

 

・
県
道
洞
川
下
市
線
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
阪
中
議
員
）

 

・
村
営
住
宅
建
設
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
阪
中
議
員
）

 

・
簡
易
水
道
に
つ
い
て　
（
堀
口
議
員
）

 

・
食
の
6
次
産
業
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
堀
口
議
員
）

 

・
農
業
に
つ
い
て　
　
　
（
堀
口
議
員
）

 

・
当
初
予
算
政
策
方
針
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
尾
上
議
員
）

◆
人
事
案
件

 

・
議
案
第
１
号　

黒
滝
村
教
育
委
員
会

の
委
員
の
任
命
に
つ
き
同
意
を
求
め

る
こ
と
に
つ
い
て

 

・
議
案
第
２
号　

黒
滝
村
固
定
資
産
評

価
審
査
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
き

同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

◆
条
例
改
正 

・
議
案
第
３
号　

職
員
の
勤
務
時
間
、

休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

 

・
議
案
第
４
号　

黒
滝
村
の
特
別
職
の

職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び

費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

 

・
議
案
第
５
号　

黒
滝
村
子
ど
も
医
療

費
助
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

 

・
議
案
第
６
号　

黒
滝
村
ひ
と
り
親
家

庭
等
医
療
費
助
成
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

 

・
議
案
第
７
号　

黒
滝
村
心
身
障
害
者

医
療
費
助
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

 

・
議
案
第
８
号　

災
害
弔
慰
金
の
支
給

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

◆
補
正
予
算

 

・
議
案
第
９
号　

平
成
30
年
度
黒
滝
村

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）
に

つ
い
て

 

・
議
案
第
10
号　

平
成
30
年
度
黒
滝
村

国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
２
号
）
に
つ
い
て

 

・
議
案
第
11
号　

平
成
30
年
度
黒
滝
村

介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

２
号
）
に
つ
い
て

 

・
議
案
第
12
号　

平
成
30
年
度
黒
滝
村

簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）
に
つ
い
て

 

・
議
案
第
13
号　

平
成
30
年
度
黒
滝

村
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
1
号
）
に
つ
い
て

◆
当
初
予
算

 

・
議
案
第
14
号　

平
成
31
年
度
黒
滝
村

一
般
会
計
予
算
に
つ
い
て

 

・
議
案
第
15
号　

平
成
31
年
度
黒
滝
村

国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
予
算

に
つ
い
て

 

・
議
案
第
16
号　

平
成
31
年
度
黒
滝
村

介
護
保
険
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

 

・
議
案
第
17
号　

平
成
31
年
度
黒
滝
村

後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算
に

つ
い
て

 

・
議
案
第
18
号　

平
成
31
年
度
黒
滝
村

簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
予
算
に
つ

い
て

 

・
議
案
第
19
号　

平
成
31
年
度
黒
滝
村

下
水
道
事
業
特
別
会
計
予
算
に
つ
い

て
◆
そ
の
他

 

・
議
案
第
20
号　

過
疎
地
域
自
立
促
進

市
町
村
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

 

・
議
案
第
21
号  

黒
滝
村
の
公
の
施
設

の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

 

・
議
案
第
22
号  

工
事
請
負
変
更
契
約

の
締
結
に
つ
い
て

 

・
議
案
第
23
号  

財
産
の
取
得
の
変
更

に
つ
い
て

黒
滝
村
教
育
委
員
会　

及
び

黒
滝
村
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

委
員
紹
介

　

３
月
８
日
の
議
会
に
お
い
て
、
次
の
方
が

任
命
さ
れ
ま
し
た
の
で
ご
紹
介
し
ま
す
。
今

後
の
ご
活
躍
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

◆
黒
滝
村
教
育
委
員
会
委
員

　

山
内　

弘
昭
（
中
戸
）

◆
黒
滝
村
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員

　

中
井　

龍
彦
（
赤
滝
）　　
　
（
敬
称
略
）

　貨物自動車を導
入させていただき
ました。貨物等の
搬送だけでなく、
黒滝村のＰＲにも
努めますのでよろ
しくお願いしま
す。
◆お問合せ先　
　企画政策課

くろたんとチョコくろたん号

　黒滝村善意銀行寄贈に
より清掃パッカー車を購
入させていただきまし
た。引き続き村内美化に
務めてまいります。

金額　６，９０４，９５６円（税込み）

　「ふるさと応援基金」を活用しスクールバスを
購入させていただきました。登下校時以外にも校
外学習や社会見学等に使用できるよう１０人乗り
のバスに更新しました。登下校等の際は安全運行
に努めますので、皆さまのご協力をお願いします。

金額　４，２１９，０８０円（税込み）

ふるさと応援基金（スクールバス） 善意銀行（パッカー車）

５
日
●
第
１
回
議
会
定
例
会

　
　
　

正
副
議
長
、
常
任
委
員
長
打
合
せ

議
会
活
動
状
況

議
会
活
動
状
況

３
月

８
日
●
第
１
回
議
会
定
例
会　

開
会

　
　
　

総
務
厚
生
常
任
委
員
会

　
　
　

経
済
建
設
常
任
委
員
会

11
日
●
平
成
31
年
度
予
算
審
査
特
別
委
員
会

12
日
●
平
成
31
年
度
予
算
審
査
特
別
委
員
会

13
日
●
奈
良
県
町
村
議
会
議
長
会
定
期
総
会

14
日
●
第
１
回
議
会
定
例
会　

再
開　

閉
会

　
　
　

一
般
質
問　

閉
会

15
日
●
黒
滝
中
学
校
第
72
回
卒
業
証
書
授
与
式

19
日
●
黒
滝
こ
ど
も
園
平
成
30
年
度
修
了

　
　
　

証
書
授
与
式

　
　
　

村
営
住
宅
入
居
者
選
考
委
員
会　
　

20
日
●
黒
滝
小
学
校
第
31
回
卒
業
証
書
授
与
式

22
日
●
社
会
福
祉
協
議
会
役
員
会

25
日
●
例
月
出
納
検
査

26
日
●
さ
く
ら
広
域
環
境
衛
生
組
合
議
会

28
日
●
地
域
自
立
支
援
協
議
会
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のの話話題題村村

　

こ
の
た
び
、（
財
）
自

治
総
合
セ
ン
タ
ー
平
成
30

年
度
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成

事
業
で
、
災
害
対
応
多
目

的
テ
ン
ト
12
張
を
整
備
し

ま
し
た
。

　

今
後
、
自
主
防
災
組
織

連
合
会
が
中
心
と
な
っ

て
、
地
域
の
活
性
化
の
た

め
、
特
に
災
害
時
に
役
立

て
て
い
き
ま
す
。

宝くじの助成金で整備しました！

消防功労者消防庁長官
永年勤続功労章受賞

　

３
月
９
日
（
土
）
第
14
回
市

町
村
対
抗
子
ど
も
駅
伝
大
会
が

橿
原
運
動
公
園
で
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

今
年
は
黒
滝
村
と
野
迫
川
村

の
合
同
チ
ー
ム
を
結
成
し
、
駅

伝
に
出
場
し
ま
し
た
。
黒
滝
村

か
ら
は
黒
滝
小
学
校
の
５
年
生

４
名
と
６
年
生
１
名
が
出
場
し

ま
し
た
。

　

青
空
広
が
る
カ
ラ
ッ
と
し
た

陽
気
の
中
、
野
迫
川
村
の
皆
さ

ん
と
力
を
合
わ
せ
て
ゴ
ー
ル
ま

で
タ
ス
キ
を
つ
な
ぎ
ま
し
た
。

市町村対抗子ども駅伝大会
黒滝・野迫川合同チームで出場

　

積
極
的
な
消
防
団
活

動
に
よ
り
地
域
の
安
心

安
全
の
確
保
に
寄
与
し

た
功
績
が
認
め
ら
れ
、

当
村
消
防
団　

井
上
忠

彦　

分
団
長
が
消
防
功

労
者
消
防
庁
長
官
永
年

勤
続
功
労
章
を
受
章
さ

れ
ま
し
た
。

　

今
後
と
も
益
々
の
ご

活
躍
を
期
待
し
て
い
ま

す
。

　

道
の
駅
吉
野
路
黒

滝
の
公
衆
ト
イ
レ
の

改
修
工
事
が
完
了
し

ま
し
た
。
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
の
推
進
と
衛

生
機
能
改
善
を
図
っ

て
い
ま
す
。
是
非
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

道の駅のトイレ改修

平
成
31
年
度
国
税
専
門
官
採
用
試
験

◆
受
験
資
格　

　

●
平
成
元
年
４
月
２
日
〜

平
成
10
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
者

　

●
平
成
10
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ

の
者
で
次
に
掲
げ
る
も
の

　

⑴
大
学
を
卒
業
し
た
者
及
び

２
０
２
０
年
３
月
ま
で
に
大
学
を

卒
業
す
る
見
込
み
の
者

　

⑵
人
事
院
が
⑴
に
掲
げ
る
者
と
同
等

の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
者

◆
試
験
の
程
度　

大
学
卒
業
程
度

◆
申
込
受
付
期
間　

　

３
月
29
日
（
金
）
〜
４
月
10
日
（
水
）

　

原
則
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申

込
み
と
な
り
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
専
用
ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.jinji-shiken.go.jp/

juken.htm
l

◆
試
験
日　

　

第
１
次
試
験　

６
月
９
日
（
日
）

　

第
２
次
試
験

　

７
月
11
日
（
木
）
〜
７
月
19
日
（
金
）

◆
合
格
者
発
表
日　
　

 

・
第
１
次
試
験
合
格
者
発
表
日　
　

    

７
月
２
日
（
火
）
午
前
９
時

 

・
最
終
合
格
者
発
表
日　
　

　

８
月
20
日
（
火
）
午
前
９
時

◆
採
用
予
定
数　
　

 

・
採
用
予
定
数
に
つ
い
て
は
、
別
途
、

人
事
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま

す
。

 

・
採
用
予
定
数
は
変
動
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

※
最
新
情
報
は
人
事
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
お
問
合
せ
先　

　

大
阪
国
税
局
人
事
第
二
課（
試
験
係
）

　
　

☎
０
６
‐
６
９
４
１
‐
５
３
３
１

　

吉
野
税
務
署
総
務
課

　
　

☎
０
７
４
６
‐
３
２
‐
３
３
８
５

国
税
職
員
募
集
の
お
知
ら
せ

　

運
転
者
が
身
体
障
が
い
者
等
で
あ
る

場
合
や
、
身
体
障
が
い
者
等
の
た
め
に

生
計
同
一
者
が
軽
自
動
車
を
運
転
す
る

場
合
の
税
金
に
つ
い
て
は
、
身
体
障
害

者
手
帳
等
に
記
載
の
障
が
い
の
程
度
に

よ
り
減
免
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

◆
申
請
期
間  

４
月
26
日
（
金
）
ま
で

◆
必
要
な
書
類

①
軽
自
動
車
税
減
免
申
請
書

　
（
窓
口
で
記
載
）

②
自
動
車
検
査
証

③
身
体
障
害
者
手
帳
等

④
運
転
さ
れ
る
方
の
運
転
免
許
証　

⑤
納
税
通
知
書

⑥
車
内
の
写
真

（
車
内
の
構
造
が
専
ら
身
体
障
が
い

者
等
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
軽
自

動
車
の
場
合
）

◆
お
問
合
せ
先　

住
民
生
活
課

軽
自
動
車
税
の
減
免

税等の納期

５月７日（火）

軽自動車税

忘れずに
納付しましょう！

◆
日
時　

４
月
25
日
（
木
）

 

・
総
会　

午
前
10
時
〜

 

・
演
芸　

午
後
１
時
頃
〜

◆
場
所　

黒
滝
村
農
林
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

　
　
　
　

セ
ン
タ
ー

※　

午
後
か
ら
の
演
芸
会
は
、
ど
な
た

で
も
観
覧
で
き
ま
す
の
で
皆
さ
ん
お

誘
い
合
わ
せ
の
上
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。

詳
細
は
回
覧
板
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
お
問
合
せ
先　

社
会
福
祉
協
議
会　

　
　
　
　
　
　
　

☎
６
２
‐
２
８
５
０

誠
心
会　

総
会
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は
つ
ら
つ
教
室　

参
加
者
募
集

　

高
齢
者
の
皆
さ
ん
が
、
い
つ
ま
で
も

元
気
で
、
い
き
い
き
と
暮
し
て
い
け
る

よ
う
、
運
動
機
能
を
高
め
る
体
操
を
中

心
に
し
た
介
護
予
防
教
室
を
開
催
し
ま

す
。健
康
運
動
指
導
士
や
理
学
療
法
士
、

保
健
師
な
ど
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
行
い
ま

す
。
教
室
内
容
は
、
ス
ト
レ
ッ
チ
や

ボ
ー
ル
運
動
、
椅
子
に
座
っ
て
の
筋
力

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
、
楽
し
く
参
加
し

て
い
た
だ
け
る
内
容
に
と
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
開
催
日

　

5
月
14
日
〜
11
月
26
日
の
毎
週
火
曜

日
（
計
20
回
）

※
8
月
は
お
休
み
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◆
時
間

　

①
ま
た
は
②
の
ど
ち
ら
か
を
お
選
び

く
だ
さ
い

　

①
午
前
コ
ー
ス

　
　
（
午
前
9
時
30
分
〜
11
時
）

　

②
午
後
コ
ー
ス

　
　
（
午
後
1
時
30
分
〜
3
時
）

◆
内
容　

介
護
予
防
に
効
果
の
あ
る
運  

　
　
　
　

動
や
健
康
相
談
、
体
力
測
定

◆
場
所　

こ
も
れ
び
ホ
ー
ル　

　
（
ふ
れ
あ
い
バ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。）

◆
対
象
者　

村
内
在
住
の
65
歳
以
上
の
方

※
要
介
護
認
定
を
受
け
、
要
介
護
の
方

は
除
き
ま
す
。

◆
定
員　

各
コ
ー
ス
25
名

◆
申
込
先
・
締
切

　

保
健
福
祉
課
に
電
話
等
で
お
申
込
み

く
だ
さ
い
。
4
月
10
日
（
水
）
締
切

認
知
症
予
防
講
座

　

脳
の
老
化
は
40
歳
か
ら
始
ま
り
ま

す
。
最
近
、
物
の
お
き
場
所
を
忘
れ
た

り
し
ま
せ
ん
か
？
物
忘
れ
が
多
く
な
っ

た
と
自
覚
が
あ
る
う
ち
は
、
ま
だ
ま
だ

脳
は
鍛
え
ら
れ
ま
す
。

　

認
知
症
の
予
防
に
は
、
運
動
と
同
時

に
簡
単
な
脳
ト
レ
を
行
う
こ
と
が
有
効

で
す
。
は
つ
ら
つ
教
室
で
運
動
機
能
を

高
め
、
ご
自
宅
で
毎
週
配
布
す
る
脳
ト

レ
ド
リ
ル
で
脳
を
刺
激
し
ま
せ
ん
か
。

　
◆
開
催
期
間

　

5
月
21
日
（
事
前
説
明
）
〜

　

7
月
9
日
（
事
後
説
明
）

◆
時
間

　

①
午
前
コ
ー
ス

　
　
（
午
前
10
時
30
分
〜
10
時
55
分
）

　

②
午
後
コ
ー
ス

　
　
（
午
後
２
時
30
分
〜
２
時
55
分
）

◆
内
容

　

認
知
症
予
防
に
効
果
の
あ
る
ド
リ
ル

の
配
布
・
脳
力
チ
ェ
ッ
ク

◆
場
所　

こ
も
れ
び
ホ
ー
ル

◆
対
象
者　

は
つ
ら
つ
教
室
を
お
申
込

み
の
方
の
う
ち
希
望
者

◆
申
込
先
・
締
切

　

保
健
福
祉
課
に
電
話
等
で
お
申
込
み

く
だ
さ
い
。
4
月
10
日
（
水
）
締
切

妊
娠
判
定
受
診
料
補
助
事
業

　

村
民
税
非
課
税
世
帯
の
住
民
を
対
象

に
、村
が
妊
娠
判
定
に
要
す
る
費
用（
上

限
基
準
額
、
補
助
回
数
制
限
あ
り
）
を

公
費
で
負
担
し
ま
す
。
申
請
の
手
続
き

は
、保
健
福
祉
課
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◆
お
問
合
せ
先　

保
健
福
祉
課

４月２７日（土）～５月６日（月）
１０連休中の医療機関等の診療体制について

黒 滝 村 国 保 診 療 所

黒 滝 村 歯 科 診 療 所

黒滝村デイサービスセンター

南奈良総合医療センター
吉 野 病 院
五 條 病 院

５月１日（水）平常どおり診療
（ふれあいバスを運行します。）
５月２日（木）午前中　診療
４月３０日（火）午前中　
５月２日（木）午前中　
いずれも入浴のみ

犬の登録・狂犬病の予防注射のご案内

奈良県吉野土木事務所からのお知らせ

※上記以外の日は休診

４月３０日（火）・５月２日（木）
平常どおり外来診療

●奈良県救急安心センター相談ダイヤル
医療機関の案内、急病やケガのときに相談員や看護師がアドバイスします。

◆利用方法
♯７１１９（携帯電話・プッシュ回線）

☎０７４４－２０－０１１９（ＩＰ電話・ダイヤル回線）
※２４時間対応

みんなの迷惑のもとになる放し飼いはやめましょう！
◆狂犬病予防注射　
　４月２５日（木）に狂犬病予防注射を行いま
す。犬を飼っておられる方は最寄りの会場で受
けてください。また、暴れたり噛み傷を与える
恐れのある犬については、口輪をはめるなどの
適切な処置をされたうえ、犬に慣れている方が
同行してください。

○注射にかかる手数料　　　３，２００円
（内訳）注射手数料　　　　  ２，６５０円
　　　  注射済票交付手数料　　５５０円
○登録手数料　　　　　　　３，０００円

実施時間
10：00 ～ 10：05
10：15 ～ 10：20
10：30 ～ 10：35
10：40 ～ 10：55
11：05 ～ 11：15
11：25 ～ 11：30
11：35 ～ 11：45
11：50 ～ 12：00
13：10 ～ 13：25
13：35 ～ 13：45
13：50 ～ 13：55
14：05 ～ 14：15
14：25 ～ 14：40
14：50 ～ 15：00
15：05 ～ 15：15

実施時間
笠木老人憩の家前
桂原（辰己商店前）
蛇ヶ谷
長瀬集会所前
粟飯谷正西寺前
御吉野（中辻銘木店前広場）
堂原（桝田様宅前）
寺戸（泉の広場）
槙尾瀧光寺前
鳥住（鳥住集会所前）
脇川集会所前
川戸老人憩の家前
赤滝集会所前
上中戸老人憩の家前
黒滝村役場駐車場

◆愛犬には登録を！
　現在、犬の登録は一生に一回となっています。
登録を行っていない犬は、「野犬」と判断され
かねませんので、まだ登録をされていない方は
この機会にぜひ登録を行ってください。　また、
飼い犬が死亡したとき、飼い主や飼い主の住所
が変わったときは、必ず役場へ届けてください。
※犬を手放したい方は、事前に役場または吉野
保健所に相談してください。なお、当日の引き
取りはいたしません。
◆お問合せ先　住民生活課　☎６２－２０３１
　　　　　　　吉野保健所　☎５２－０５５１

課名 係名

庶務工事係

計画調整係

用 地 係

管 理 係

工務第一係

工務第二係

ダイヤルイン番号
０７４６－３２－４０５１

（代表）

０７４６－４２－８０１８

０７４６－４２－８０１１
０７４６－４２－８０１２
０７４６－４２－８０１３

０７４６－４２－８０１４

０７４６－４２－８０１５

０７４６－４２－８０１６

担当業務
庶務　工事等の入札・契約・支払
建設業許可
建築基準法　開発許可　宅造許可
建設リサイクル法
土木事業の予算・進捗
土木事業に関する計画・調査・調整
事業用地の取得・補償・嘱託登記
道路・河川の管理・境界明示・占用許可
県管理道路の情報
吉野町、川上村内の
道路・河川・砂防の工事設計・施工
大淀町、下市町、黒滝村内の
道路・河川・砂防の工事設計・施工

庶 務 課

計画調整課

用地・管理課

工務第一課

◆お問合せ先　奈良県吉野土木事務所　上市庁舎　　吉野郡吉野町上市２１５０－１

黒滝村の担当事務所が、天川駐在所から上市庁舎へ変わりました。



13 広報くろたき　No．442

村職員の
給与・職員数等を
公表します

　黒滝村職員の給与・定数管理等の状況を知って
いただくために、その概要を公表します。

１　総括

（２）職員給与費（平成２９年度普通会計決算）

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（３）職員経験年数別・学歴別平均給料月額

４　職員の手当の状況

（３）時間外勤務手当

６　職員数の状況

職員数
Ａ

給　　与　　費

給料 職員手当 期末・
勤勉手当 計　Ｂ

1人当たり
給与費
Ｂ／Ａ

34 人
千円

120,570
千円

21,396
千円

45,446
千円

187,412
千円
5,513

平成 29 年度
平成 30 年度

93.2
93.5

※ラスパイレス指数とは、国家公務員
の給与水準を１００とした場合の地方
公務員の給与水準を示す指数です。

（３）ラスパイレス指数（各年４月１日現在）

（２）職員の初任給

３　一般行政職の級別職員数
（平成３０年４月１日現在）

（平成３０年４月１日現在）

区分
一般行政職 技能労働職

高校卒

経験年数
25 年～ 30 年未満

310,000 円 278,800 円 254,800 円経験年数
15 年～ 20 年未満
経験年数

20 年～ 25 年未満

大学卒 高校卒

333,900 円 295,300 円 －

361,700 円 329,400 円 －

区分 標準的な
職務内容

職員数構成比 １号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

１級
２級
３級
４級
５級

5人
1人

主事・主事補
主事
課長補佐・係長
課長・課長補佐
参事・課長

10人
5人
6人

18.50％
  3.70％
37.10％
18.50％
22.20％

144,100円
194,000円
230,000円
263,000円
288,900円

247,600円
304,200円
350,000円
381,000円
393,000円

※黒滝村の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
※標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

平成 28 年度決算平成 29 年度決算
支給実績
一人当たり
平均支給年額

4,524 千円

348 千円

3,854千円

297千円

住民基本
台帳人口

歳出額
Ａ

実質収支 人件費
Ｂ

人件費率
Ｂ／Ａ

730 人 1,327,054
千円

49,304
千円

310,624
千円

23.41
％

※人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。

※職員手当には退職手当は含みません。
※職員数は、平成 29 年 4月 1日現在の人数です。

（平成３０年４月１日現在）

区分
一般行政職 技能労働職

平均給料
月額

平均給与
月額

平均
年齢

平均給料
月額

平均給与
月額

平均
年齢

黒滝村 310,400
円
383,700

円 円
43.3歳 254,500 308,300

円
48.6歳

※平均給料月額：平成 30 年 4月 1日現在における各職種ごとの職
員の基本給の平均です。

※平均給与月額：給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、
時間外勤務手当などの全ての諸手当の額を合計したものであり、
地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

（１）職員の平均年齢、  平均給料月額及び平均給与月額

（１）人件費（平成２９年度普通会計決算）

（２）退職手当
（平成３０年４月１日現在）

（４）その他の手当
（平成３０年４月１日現在）

（１）期末手当・勤勉手当
平成 29 年度

５　特別職の報酬等の状況
（各年４月１日現在）

区分
1人当たり平均支給額

期末手当

勤勉手当

加算措置

黒滝村 国
1,328 千円
2.6 月分

（1.45月分）

ー
2.6 月分

（1.45 月分）
支給割合

1.8月分
（0.85月分）

1.8月分
（0.85月分）

職制上の段階、職務の
級等による加算措置
役職加算　　5％～ 20％
管理職加算　 10％～25％

無し

※（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

黒滝村
自己都合 勧奨・定年

支給率
（国と同じ）

勤続 20 年
勤続 25 年
勤続 35 年
最高限度額

19.66950 月分
28.03950 月分
39.75750 月分
47.70900 月分

その他加算措置
（国と同じ）

1人当たり平均支給額 397 千円

24.586875 月分
33.27075 月分
47.70900 月分
47.70900 月分

18,635 千円

定年前早期退職特例措置
（2％～ 20％加算）

※退職手当の 1人当たり平均支給額は、平成 28 年度及び 29 年度
に退職した職員に支給された平均額です。

手当名 内容及び支給単価 平成 29 年度
支給実績

支給職員
1人当たり
平均支給年額

扶養手当

住居手当

通勤手当

管理職
手当

配偶者
子
父母等
※満 16 歳から 22 歳の子 1人につき 5,000 円加算

6,500 円
10,000 円
6,500 円

借家・・・月額 12,000 円を超える家賃を支払う職員に、
家賃額に応じて上限額 27,000 円まで支給
交通機関利用者
交通用具（自動
車など）利用者

１ヶ月あたり上限額 55,000 円まで支給
片道の使用距離に応じて 2,000 円（2km以上 5km
未満）から上限額 31,600 円（60km以上）まで支給

参事
課長級
課長補佐級

給料月額の 100 分の 10
給料月額の 100 分の 8
給料月額の 100 分の 6

5,272 千円

1,462 千円

5,639 千円

5,595 千円

229,200 円

208,800 円

152,400 円

310,800 円

※管理職手当のみ国と異なります。

※退職手当の「1期の手当額」は、4月 1日現在の給料月額及び支給率に基づき、
1期（4年＝ 48 ヶ月）勤めた場合における退職手当の見込額です。

※村長の給料・報酬は条例により３割減となっています。

（１）部門別職員数の状況

※職員数は一般職に属する職員数です。
※［　］内は、条例定数の合計です。

◆お問合せ先　会計課
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区分
一般行政職 技能労働職

大学卒 高校卒 高校卒 大学卒 短大卒

黒滝村 180,700
円
148,600

円 円
146,000 202,300 178,100

円

国 180,700
円
148,600

円

教育職

円

（平成３０年４月１日現在）

区分
部門

職員数（人）
29 年 30 年 前年比

議会
総務
税務
民生
衛生
農水
商工
土木
計

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

1
12
3
2
3
2
0
3
26
8
0
34
3
1
2
6

教育部門
消防部門
小　　計
病　　院
下 水 道
そ の 他
小 計

公
営
企
業
等

会
計
部
門

合 計 40
[50]

41
[50]

1
11
3
1
4
2
0
4
26
9
0
35
3
1
2
6

0
▲ 1
0

▲ 1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0

1

給料・報酬 期末手当
退職手当

算定方式 1期の手当額 支給時期
村長
副村長
教育長
議長
副議長

420,000 円
460,000 円
420,000 円
240,000 円
180,000 円

420,000 円× 520/100 ×勤続年数
460,000 円× 330/100 ×勤続年数
420,000 円× 240/100 ×勤続年数

議員 170,000 円

3.30 月分
29年度支給割合

3.05 月分
平成 29 年度
支給割合

8,736,000 円
6,072,000 円
4,032,000 円

任期満了時
一般職と同じ

（２）職員数の推移
部門

年度
一般
行政 教育

普通会
計計

総合計

25 年
26 年
27 年
28 年
29 年
30 年
過去 5年
間の増減

24
23
25
25
26
26

12
10
9
9
8
9

36
33
34
34
34
35

6
6
6
6
6
6

42
39
40
40
40
41

公営企業

等会計計

※各年における定数管理調査において報告した部門別職員数。

2 ▲ 3 ▲ 1 ▲ 10

（各年４月１日現在）

職員退職

職員異動

技能労働職補充

職員異動

こども園職員補充

増減理由
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韓国のソウルへいきました！
　仲のいい友達に久しぶりに会ったときに使うフレーズです。
春休み明け、ゴールデンウィーク明けにぜひ話してみましょう。

ケーシー先生が今日から使える便利な英語を紹介します！

お久しぶり！/L
ロ ン グ

ong t
タ イ ム

ime n
ノ ー

o s
シ ー

ee.
今月の写真

Photo of the Month

今月の一言 /Japanese word of the Month

15 広報くろたき　No．442

毎月１１日は

【人権を確かめあう日】
です

黒滝村人権・同和問題啓発活動推進本部

人権とは、人間が幸せに生きて
いく権利です。
すべての人間が生まれながらに
持っている基本的な権利です。

　地域おこし協力隊の部屋 Vol. 29
今月のテーマ 住吉隊員、卒業のご挨拶住吉隊員、卒業のご挨拶

奈良県立明日香養護学校　学校見学会
　奈良県立明日香養護学校では、肢体不自由教育部門と病弱教育部門の学習内容や施
設・設備等について、理解を深めていただくことを目的に学校見学会を行います。

◆日時　５月２８日（火）午前９時～正午
◆対象　
○下記の校区に在住し、主に肢体不自由を有する幼児児童生徒の保護者及び保育所・
認定こども園・幼稚園・小学校・中学校の特別支援学級担任等、通園施設等の職員（大
和高田市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、磯城郡、宇
陀郡、高市郡、北葛城郡（上牧町及び広陵町）、吉野郡）
○県内に在住する病弱教育対象生徒の保護者及び中学校の病弱教育担当者等
◆お問合せ先　奈良県立明日香養護学校　支援教育部
　　　　　　　☎０７４４－５４－３３８０

　平成３１年 3月末日付けで住吉寛俊隊員が卒業されることと
なりましたので、ご報告させていただきます。

　家庭の事情でこの 3月末で協力隊を卒業することになりまし
た。2年という短い間でしたが、村内の皆さまには本当にお世話
になりました。またいつかお会いできたらと思います。
　ありがとうございました。

　奈良県立大淀養護学校では、知的障害のある

幼児の保護者や児童・保護者等に対して、教育

についての理解と認識を深めていただくため

に、説明会等を次のとおり行います。

◆小学部　保護者説明会
　○対象

２０２０年４月に小学生となる知的障害のあ

る幼児の保護者

５月２３日（木）午前９時３０分～正午

５月２４日（金）午前９時３０分～正午

　○体験学習
６月１３日（木）午前１０時～１１時３０分

６月１９日（水）午前１０時～１１時３０分

◆中学部　第１回体験学習　

○対象

知的障害のある小学６年生とその保護者、

小学校の教員ほか

６月５日（水）午前９時３０分～正午

◆教育相談

　お子様の日常生活指導・教科指導等特別

支援教育についての相談等がありましたら

ご利用ください。事前にお申込みが必要で

す。日程や時間を調整させていただきます。

◆お問合せ先

奈良県立大淀養護学校

☎０７４７（５２）７６５５

奈良県立大淀養護学校　学校説明会・体験学習

 

　旧中学校図書コーナーには約５，３００冊の本があります。

　あなたの探している本もあるかもしれませんので、どしどしご

利用ください。

■ 貸し出し日　　月～金曜日（祝日は休み）

■ 貸し出し期間　２週間

※ただし、それ以上になる場合は、教育委員会へ連絡してください。

（実用書）　お母さんのあいさつ /横田　京子（実用書）　お母さんのあいさつ /横田　京子

図
書 室 だ よ り

　子どもが学校に入ると、あいさつやスピーチをす
る機会が増えます。本書では、様々な場面に応じた
あいさつの方法が紹介されています。また、文書や
手紙の書き方なども紹介されており、子どもと一緒
に成長するお母さんにおすすめの一冊です。

４月に入り、みなさんの環境に変化はあったでしょうか。
今回は、新たな環境に飛び込む方々におすすめの本を紹介します。

住吉隊員よりご挨拶
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村の施設の電話番号
市外局番（0747）

人口・世帯数
（3月１日現在）

　　男　　３４８人　　（＋２）
　　女　　３６７人　　（－３）
　　計　　７１５人　　（－１）
　　世帯　３６２世帯　（±０）

役　場　　　　　　   62-2031
　　ＩＰ電話【0747-68-9200
　　　　　　　　　    ～ 9203】 
防災無線電話音声対応サービス
（専用ダイヤル）　     62-9010
教育委員会　　　　   62-2314
　　ＩＰ電話【0747-68-9204】
診療所　　　　　　   62-2747
　　ＩＰ電話【0747-68-9700】
歯科診療所　　　　   62-2621
デイサービスセンター
（社会福祉協議会）      62-2850  
　　ＩＰ電話【0747-68-9023】
こもれびホール　　   62-2280
黒滝駐在所　　　　   62-2034

観光施設に関することは、
　観光施設指定管理者
（株）黒滝森物語村     62-2770

くろたきテレビくろたきテレビ
11ch で放映中11ch で放映中

11ch では、村からの様々な11ch では、村からの様々な
お知らせを掲載していますお知らせを掲載しています
ので、ぜひご視聴ください。ので、ぜひご視聴ください。

奈良県知事選挙・奈良県議会議員選挙奈良県知事選挙・奈良県議会議員選挙
４月７日（日）４月７日（日）

◆投票時間　午前７時～午後６時
◆投票所　　寺戸　黒滝村役場住民ホール
　　　　　　長瀬　長瀬地区集会所
　　　　　　赤滝　赤滝・上平地区集会施設

黒 滝 村 議 会 議 員 選 挙黒 滝 村 議 会 議 員 選 挙
４月２１日（日）４月２１日（日）

◆投票時間　午前７時～午後６時
◆投票所　　寺戸　黒滝村役場住民ホール
　　　　　　長瀬　長瀬地区集会所
　　　　　　赤滝　赤滝・上平地区集会施設

期日前投票について
◆期間
　奈良県知事選挙　　　３月２２日（金）～４月６日（土）
　奈良県議会議員選挙　３月３０日（土）～４月６日（土）
◆投票時間　　　　　　午前８時３０分～午後８時まで
◆場所　　　　　　　　黒滝村役場住民ホール

期日前投票について
◆期間　　　４月１７日（水）～４月２０日（土）
◆投票時間　午前８時３０分～午後８時まで
◆場所　　　黒滝村役場住民ホール

詳しくは、広報３月号をご覧ください。
◆お問合せ先
　選挙管理委員会（総務課内）


